
１０月１日より全国一斉に募金運動がはじまります！ 

日頃より、共同募金運動にはご理解・   

ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 
                   赤い羽根共同募金は、「じぶんの町を 

                  良くするしくみ」です。一人ひとりのや 

                  さしさが、地域で暮らす人々のつながり 

                 を強くします。 

                    赤い羽根共同募金の配分金は各学校の福

祉教育事業を始めとする各事業に配分され

ます。 

 

   本年度もご協力よろしくお願い申し上げます 
 

 

 

 

 今年度ご協力いただいた募金は、次年度下記のような事業に配分される予定です。 

～平成２８年度事業への募金の使い道～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【児童・青少年福祉活動】 

○学校への福祉教育助成金に……… 

            614,000 円 

 

【社会参加・ボランティア活動育成】 

○ボランティアセンター運営に…… 

            660,000 円 

○単身老人の日帰り旅行に………… 

            319,000 円 

○福祉団体の助成に………………… 

            410,000 円 

 

【生活支援事業】 

○寝たきり者の出張理容補助に…… 

            252,000 円 

○認知症見守りネットワークに…… 

            100,000 円 

○高齢者世帯の防火点検に…………

10,000 円 

○移送サ ービ スに  … ………… …

100,000円 
○介護者交流事業に……… ･ ･ ･ ･

70,000 円 

○生活困窮支援事業･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

61,000 円 

 

 

【総合的な福祉活動】 

○まめだ屋活用事業に………… 600,000 円 

○おたすけマン事業に…………… 50,000 円 

○総合相談事業に……………… 388,000 円 

○社会福祉大会の開催に……… 735,000 円 

○地域福祉座談会開催に……… 155,000 円 

○トータルケア推進事業に…… 397,000 円 

○福祉だよりの発行に………… 449,000 円 

○ふれあいサロン経費に………… 17,000 円 

【秋田県共同募金会助成事業】 

○秋田県全体の地域福祉を推進 

するための活動に…………1,479,000 円 

 

美郷町共同募金委員会 

（みさと福祉センター内） 

    ＴＥＬ ０１８７－８５－２２９４ 
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★共同募金は計画募金です 
 

共同募金は、運動を開始する前に翌年度の事業計画を

立ててから目標額を決めます。「来年はこのような事業に

これだけのお金が必要」ということを明確にしたうえで

募金を集める「計画募金」です。 

★目安額は強制的な割当ではありません 

しかし、各家庭においてどのくらい募金すれば目標 

額に達するのかが分かりにくいため「目安額」をお示ししているのです。ですから、これはあく

までも目標達成のための目安額であって強制的な割当ではないことを十分ご承知いただきたい

と思います。皆様の善意と自主性に基づくご協力をお願いします。 

ちなみに、昨年の募金実績額を戸数で割ると一戸あたり約 1,04７円となります。 

★赤い羽根共同募金の 80％は地域内で使われます 

美郷町で集まった募金の約８割は美郷町で使われています。残り 

                           の２割は、秋田県内の災害見舞金や県内施設への福祉車両の整備、 

                    募金資材（羽根やチラシ）や啓発活動の費用などに充てられ、秋田 

県全体で使われるお金です。 

赤い羽根募金は「集めた地域で役立てられる」ということが他の 

                           募金と大きく異なる点です。 

★共同募金はあまねく行う寄付金の募集です 

『社会福祉法』で「共同募金は都道府県の区域を単位として、あまねく（広くすみずみまで）

行う寄付金の募集である」と規定され、いろんな場所や機会を捉えて国民総参加をめざす

募金運動です。 

★災害にも共同募金は使われています 

各都道府県の共同募金会では、募金額の一部を「災害等準

備金」として積み立てています。この積み立ては、東日本大震

災のような大規模災害が起こった際に災害ボランティア活動

支援など、被災地を応援するために使われます。 

 ■赤い羽根募金は、自分の町を良くするしくみとして地域
ま ち

のみんなが幸せに暮らすための活

動に役立てられます。 

■平成２６年度赤い羽根募金実績 ６，９９７，２２８円 

■平成２７年度社協事業へ配分額 ５，４５６，７２５円 

※詳しくは秋田県共同募金会または中央共同募金会のホームページをご覧ください 

          

じぶんの町をよくするしくみ 
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